
 

審査請求をお考えの方へ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政文書の公開請求に係る公開決定等や保有個人情報の開示請求等に係る開

示決定等に不服がある場合には、その決定の通知を受けた日の翌日から起算して

３か月以内に、審査請求をすることができます。 

  

 なお、この審査請求の対象は、非公開・不開示とされた部分及びその理由

や、行政文書・保有個人情報の存否などについて、実施機関が決定した内容に

限られます。 

 

したがって、行政との紛争の解決や市政全般あるいは請求対象となった個別の

事務事業そのもののあり方に係るご意見やご要望などを内容とする審査請求は、

不適法として却下されますので、あらかじめご了承ください。 

【お問合せ先】 

  高松市役所総務局 

コンプライアンス推進課（情報公開係） 

TEL：087-839-2155 

 



【公開決定等に係る審査請求の流れ（概要）】 

審査請求人 実施機関 
情報公開・個人情報保護

審査会 

   

審査請求書 

提出 

審査請求書受理 

請求内容の審査 

補正命令 補正 

裁決書謄本送付 

（手続終了） 

③ 審理手続を進める場合 

弁明書の送付 

・反論書の提出 

 

【希望する場合】 

・口頭意見陳述申立 

・資料提出 等 

約２～３か月 （目安） 

審査会に諮問 諮問通知書送付 諮問書受領 

審査 

・対象文書の調査 

・処分庁への聴取 

・口頭意見陳述 等 

約 1～4 か月（目安） 

答申 

約 1 か月（目安） 

答申書写し送付 

答申を尊重して裁決 

 

 

 

裁決書謄本送付 

（手続終了） 約２か月（目安） 

① 審査請求が不適法な場合 

→却下裁決 

② 審査請求内容を全部認容する 

場合     →認容裁決 

又は 

原処分が妥当では

ないとされたとき 
 

認容・一部認容 

原処分が妥当と 

されたとき 
 

棄却 

又は 


